
【論説】

遠隔民事模擬裁判授業の報告と考察
－サイバーコー トにおける法学教育 と法学研究の交錯 －

小 林 学

一・ は じめ に

桐蔭横浜大学(以 下、本学)法 学部では、夏期集中講義科目のひとつ

として、毎年、「模擬裁判」が開講されているが、ここ数年は、「サ イバー

キャンパス・サイバーコー トプロジェク ト」の一環としての側面が加え

られ、ITを 駆使 した最先端の法学研究 と学生参加型の法学教育 との結

合により、知的刺激に溢れるとともに、ハイテク・コー ト・システムといっ

た近未来の法廷 としてその実現化が必至とされる課題に取 り組むという

社会的期待 を担ったきわめて独創的な科目として、他に類例 を見 ないも

のとなっている。

すで に2002年 度お よび2003年 度 において、IP-Streamingに よるイン

ターネッ ト上の裁判中継実証実験(サ イバーコー ト接続実験)と して、

学内にある二つの模擬法廷教室をネッ トワークで結んだ「遠隔模擬裁判」

が実施 された(1)。そ して、2004年 度 には、学外(京 都産業大学法学部)

との接続により、わが国初の二大学間の 「遠隔講義 ・遠隔模擬裁判」 を

実施 し、科 目名 も 「サイバーコー ト」 と一新 して、その内実が表現 され

る もの とな っ た(2)。

そ こで、こうした最先端のテクノロジーを用いた貴重な科 目を担当

させていただいた者の責務 として、2004年 度 「サイバーコー ト」 にお

ける遠隔講義・遠隔模擬裁判をレポー トしたのが本稿である。 もっとも、

ITに ついては、まった くの門外漢である一教員の報告であることをお断
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りすると同時に、IT素 人で も授業を担当することがで きること(も ち

ろん、技術スタッフの協力を要する)が 明らかになれば、その意義は小

さくないであろうし、さらに、法学部や法科大学院における遠隔模擬裁

判授業(3)に対 して、些かの参考資料を提供することができるか もしれない。

二 事前準備

「サイバーコー ト」は、1日2コ マ(90分 ×2)を1週 間続けるとい

う集中講義 としての性格か ら、学生の作業 に委ねる部分を減 らさざるを

えないが、そのことは教員 による事前準備の作業量の増加 を意味する。

教員側か らのお膳立てが完全であれば、それだけ模擬裁判劇 としての完

成度は高まるであろうが、その分、学生の主体的参加 による教育的効果

は減殺 されてしまう。

そこで、本年度の 「サイバーコー ト」では、教員の事前準備 として、

事案の設定、登場人物 と配役の決定、シナリオ(尋 問部分を除く)の 作成、

そ して、訴状および答弁書の作成 を行 った。そうすると、学生に課 され

る作業は限 られて くるが、今回は、シナリオの尋問部分、判決書、そ して、

準備書面の一部(最 終弁論)の 作成 を学生側 に任せ ることとした。以下

に、それらの内容 を個別的にみてゆ く。

1.事 案の設定

民事模擬裁判授業の事案 としては、さまざまなものが想定されようが、

とりわけ初学者 に対 しては、契約責任または不法行為責任 を問うものが

適当であると思われる。大学1年 生を中心としたメンバー構成 となった

今回の模擬裁判では、製造物責任 を問う事件 として、つ ぎのような事案

を設定 した。
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「平成16年9月4日14時30分 頃、首都高速3号 線 『霞 ヶ関ランプ』

付近 において、訴外Aの 運転する株式会社桐蔭自動車(以 下、Y)

製の大型 トラックが炎上 した。運転席後方から白煙が出ているのに

気付いたAが 本件 トラックを停車 させ、消火活動 に着手 した時には、

すでに火の手 は荷台 にまでおよんでお り、積荷(茶 葉)の すべ てが

焼失 してしまった(け が人はいなかった)。 本件 トラック(1998年

式の 「ザ ッツ・グレー ト」)は 、リコール(無 料の回収 ・修理)の 対

象外であ り、1ヵ 月後 に車検 を控えていた。本件 トラックを所有す

る株式会社京運送(以 下、X)は 、本件 トラックの炎上はクラッチ

の欠陥に起因するとの判断の下、本件炎上事故 による積荷お よび ト

ラックの焼失 に対する法的責任 は、そのような欠陥車 を製造販売 し

たYに あるとして、同社 との間で示談交渉を試みたが、結局、話

し合いはまとまらなかった。

そこで、Xは 、平成16年9月21日 、Yを 被告として、その本社

の所在する東京都千代田区を管轄する東京地方裁判所 に、損害賠償

金の支払いを求める訴えを提起 した。」

争点は、本件 トラックの炎上がクラッチの欠陥に起因するか否か、す

なわち、製造物責任法3条 にいう 「欠陥」の有無である。この判断には、

一定の専門的知見を要する点で学生にとって困難ではないか と懸念 して

いたところ、インターネッ ト等 を駆使 して類似事件を参考 にするなどの

積極的な取 り組みがみられ、心配するには及ばなかった。

2.登 場人物 と配役の決定

つ ぎの作業 として、事案に沿うよう登場人物 を設定 して、各学生のキャ

スティングを行わなければならない。民事模擬裁判の場合、原告チーム、

被告チーム、そして、裁判所チームの3チ ームに分けて、配役決定 を行

うことがで きる。この場合、訴状、答弁書、準備書面、そ して、判決書
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などの作成を各チームの作業 として任せることもできよう。なお、証人

は、その者 を申請 した側(原 告または被告)の チームに入れ、鑑定人は、

法律上その中立性が明 らかとされたことから(4)、裁判所チームに配 した。

【資料1】

原

告

チ

ー

ム

登場人物 名 前 背景(事 件 との関係や人物像など)

(原告X) (株)京 運送 一般貨物運送業を営む株式会社。

代表取締役X' □□□□

(京産大)

代表取締役X'は 、創業者と してX社 の立ち上 げか ら中

心的な役割を果たしてきた。65歳 男性。

弁護士L □□□□

(京産大)

Xの 訴訟代理人。京都弁護士会所属(弁 護士暦35年)。

60歳。

証人A

□□□□

(京産大)

原告側か ら申請 された証人。本件炎上事故を起 こした

トラックを運転 していた。株式会社X運 送に勤務する

トラック運転手。54歳 男性。喫煙者。

証人B

◇◇◇◇
(桐蔭大)

原告側か ら申請 された証人。45歳 男性。株式会社 フノ

自動車の トラック部門の設計技師。本件炎上事故が ク

ラッチの欠陥に起 因する旨の主張 をする。

被

告

チ

ー

ム

(被告Y) (株)桐 蔭自

動車

バスや トラ ック、 トレー ラーなどの大型自動車の製造

販売を業 とす る株式会社。

代表取締役Y1 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

(株)桐蔭自動車の代表取締役社長で、最高経営貴任者

(CEO)。56歳 男性。

弁護士M1 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

Yの 訴訟代理人。東京弁護士会所属(弁 護士暦20年)。

45歳女性。

弁護士M2 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

Yの 訴訟代理人。東京弁護士会所属(弁 護士暦4年)。

29歳女性。

弁護士M3 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

Yの 訴訟代理人。東京弁護士会所属(弁 護士暦35年)。

58歳男性。

弁護士M4 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

Yの 訴訟代理人。東京弁護士会所属(弁 護士暦30年)。

55歳男性。

弁護士M5 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

Yの 訴訟代理人。東京弁護士会所属(弁 護士暦2年)。

32歳男性。

補佐人C
◇◇◇◇
(桐蔭大)

Y社 の トラック・トレー ラー部門の設計担当者。裁判所

の許可 を得て、 クラッチ部分に欠陥が存在 しなかった

ことを陳述す る。53歳男性。

証人D ◇◇◇◇
(桐蔭大)

X社 をリス トラされた元従業員。X社 の トラックや トレ
ーラーに対する整備の状況を証言。45歳 。

裁

判

所

チ

ー

ム

裁判長Jl ◇◇◇◇
(桐蔭大)

64歳 。ベ テ ラ ン裁判 官。

陪席裁判官J2 ◇◇◇◇
(桐蔭大)

47歳。中堅裁判官。

陪席裁判官J3 ◇◇◇◇
(桐蔭大)

28歳。駆け出しの判事補。

裁判所書記官S1

(東京地裁)

◇◇◇◇

(桐蔭大)

30歳。書記官暦2年 。

裁判所書記官S2

(京都地裁)

□□□□

(京産大)

34歳。書記官暦4年 。

廷吏T1

(東京地裁)

◇◇◇◇
(桐蔭大)

25歳 。廷 吏暦1年 。

廷吏T2

(京都地裁)

□□□□

(京産大)

24歳。今回が廷吏としての初仕事。

鑑定人K1 ◇◇◇◇
(桐蔭大)

東京産業大学物性研究所教授(物 性理論研究部門所属、

化学博士)。 ラジカル連鎖反応 をテーマとした論文で学

位を取得。38歳 女性。

鑑定人K2 ◇◇◇◇

(桐蔭大)

日本工業大学大学院工学研究科教授(機 械工学専攻、

工学博士)。67男 性。
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授業の際 には、原告チームと被告チームの登場人物 に関 して、 さらに

現住所や電話番号など、訴状や答弁書の作成 に必要 とされるより詳細 な

情報(架 空)を 学生 に提示 した。なお、京都産業大学側の参加者数 との

関係で、実際には、裁判所書記官S2(京 都地裁)と 廷吏T2(京 都地裁)

は不在であった。

さらに、上記の役割分担のほか、スタッフとして、つ ぎのようなポジ

シ ョンを用意 した。人数 に余裕があれば、京都産業大学側にもプロデュー

サーを置 きたい ところであった。

【資料2】

職 名 名 前 仕 事 内 容

プ ロデ ュ ーサ ー

2名

◇◇◇◇

(桐蔭大)

証人尋問等 における各チームのセ リフが噛み合 うよ

うに相互の意思疎通を助け(と くに京都産業大学側 と

の連絡)、 シナ リオ全体の完成 を目指す。◇◇◇◇

(桐蔭大)

ナ レー ター ◇◇◇◇

(桐蔭大)

本番のナレー ションを担当。

3.シ ナ リオ

模擬裁判 には、セリフを決めずに学生のア ドリブに委ねるという実際

の裁判に近いタイプから、与えられたセリフ通 りに演 じるという演劇 タ

イプまであるところ、本年度の 「サイバ ーコー ト」は、学外(京 都産業

大学)と の遠隔模擬裁判であるうえ、本学側では一般公開されているこ

ともあ り、臨機応変のや り取 りに向かない面があるので、演劇 タイプを

基本 とした。 もっとも、教員側から与えられたセリフをただ読むだけと

いうのでは、参加型法学教育 としての効果の多 くが失われるので、人証

調べ(証 人尋問、当事者尋問、そ して、鑑定人質問)に おける質疑応答

部分については、学生各自に自己の役 どころからセ リフを考えてもらう

ことに した。 また、演劇 タイプのデメリッ トとして、本番 に備えた幾度

の リハーサルによって判決の内容が事前 に知れて しまい、本番の緊張感

と臨場感が希薄化されることがあげ られる。そこで、裁判所チームに請

求認容判決 と請求棄却判決の2つ を用意 して もらい、本番 における裁判

官(役)の 心証 に基づいて、いずれの判決文を読 んで もよいことにして
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対処 した(僅 かながらも合議の時間を設けた)。

学生に対 して用意 したシナリオの要諦を示すと、以下のようになる。

【資料3】

(東)裁 判長J1:た だい まより、平成16年(ワ)第756号 損害賠償請求事件の審理 を始め ます。

原告代理人、訴状に基づいて陳述 して くだ さい。

(京)原 告代理人L:は い。 …

(東)裁 判長J1:こ れより平成16年(オ)第756号 損害賠償請求事件につ いて、人証の尋問を

とり行います。まず、証人の□□□□ さん。

(京)証 人A:は い。

(東)裁 判長J1:□ □□□ さんですか7

(京)証 人A:は い。

(東)裁 判長J1:住 所及 び年齢を述べて ください。

(京)証 人A:住 所 は、…。年齢は、…。

(東)裁 判長J1:そ れでは、これから嘘 をつかないとい う宣誓 をしてもらい ます。宣誓 を

したうえで嘘 を述べます と、証人は懲役刑 に処せ られることがあ りますの

で注意 して下さい。

(廷吏T2は 、証人Aに 宣誓書を手渡す)

(京)証 人A:宣 誓。良心に照 らして嘘偽 りを述べ ないことを誓います。

(朗読後、署名 をして、廷吏T2に 渡す。廷吏T2、は、宣誓書を書記官S2に 渡す)

(東)裁 判長J1:そ れでは、原告代理人は尋問を開始 して ください。

(京)原 告側代理人L:は い。

(原告側代理人Lは 、質問を始める)～(尋 問を行 う)～(原 告側質問終了)

(京)原 告側代理人L:以 上です。

(東)裁 判長J1:被 告側代理人、反対尋問 を行いますか。

(東)被 告側代理人M1:は い。では。

(被告側代理人M1は 、質問 を始め る)～(尋 問を行 う)～(被告 側質問 終了)

(東)被 告側代理人M1:以 上です。

(東)裁 判長Jl:原 告代理人は、再主尋問を行いますか?

(京)原 告側代理人L:い いえ、結構です。

(束)裁 判長J1:そ うですか。

(東)陪 席裁判官J2:そ れでは、私からお聴 きします。

(陪席裁判官J2は 、い くつ か質問 をす る)～(補 充尋問終了)

(東)陪 席裁判官J2:以 上です。

(東)裁 判長J1:わ か りました。 これで証人の尋問を終 わ ります。□□□□さんは、席 に

戻 って結構です。

上記のようなシナリオが、各証人、当事者(補 佐人を含 む)、そ して、

鑑定人について繰 り返 されることになる。学生は、各 自の役割に応 じて、

波線空欄部分の尋問のセリフを考 えなければならない。なお、(東)は 、

6



遠隔民事模擬裁判授業の報告と考察(小 林学)

東京地方裁判所を意味 し、桐蔭横浜大学側がその役割 を演 じ、(京)は 、

京都地方裁判所であ り、京都産業大学側がその役割を担った。参考に配

置図を掲げる。

【図 】

法廷

東京地方裁判所民事第△△部(桐 蔭横浜大学)

原告モニター裁判所

裁判長J1(桐 蔭大)

陪席裁判官J2(桐 蔭大)

陪席裁判官J3(桐 蔭大)

書記官Sl(桐 蔭大)

廷吏T1(桐 蔭大)

鑑定人Kl(桐 蔭大)

鑑定人K2(桐 蔭大)

IT

被 告

(株)桐 蔭自動車Y・

代 表取締役Y'(桐 蔭大)

弁護士M1～5(桐 蔭大)

遠 隔 法 廷

京都地方裁判所第○○号法廷(京 都産業大学)

裁判所

書記官S2(京 産大)

廷吏T2(京 産大)

原告

(株)京 運送X・ 代表取締役X'(京 産大)

弁護士L(京 産大)

証人A(京 産大)

証人B(京 産大)

補佐人C(桐 蔭大)

証人D(桐 蔭大)

三 授業期間

実際に授業が始まると、予め学生 に配布 したシナリオの空欄部分であ

る尋問のセリフを決めたうえで、読み合わせの練習 を行うことが中心と

なる。遠隔模擬裁判の準備 としての授業 日数7日 間のうち、第1日 目を
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学生に対する遠隔模擬裁判の概要説明(設 定資料、シナ リオ、配役表)、

第2日 目を尋問部分のセリフ作成に用い、そ して、残 りの5日 間を、セ

リフ作成および京都産業大学との読み合わせの合同練習にあてた。

1、 尋問部分のセリフ作成

セ リフの作成は、学生の主体的参加 を促す効果があるといえるが、遠

隔模擬裁判の場合 には、学外 との意思疎通に困難を生 じることが予想 さ

れ る。 そ こ で 、 今 回 は、 「サ イ バ ー コ ー トフ ォ ー ラ ム(5)」内 に 設 け ら れ た

電子会議室 「サイバーコー ト集中講義 フォーラム(6)」において、京都産業

大学と本学 とのコミュニケーションが とられた。これは、ネットにつな

がる環境にあるか ぎり、自宅等 における作業 を可能 とし、学生の積極的

な参加 を一層促進するものであ り(7)、遠隔授業 とい う点で注目に値す る。

参考までに、電子会議室 「サイバーコー ト集中講義フォーラム」の実際

は、下記 【資料4】 の通 りである。

【資料4】

サイバーコート集中講義 フォーラム
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2.読 み合わせ

3日 目か らは、セ リフ作成の作業と同時にシナリオの読み合わせの合

同練習 を実施 した。1日(2コ マ)に 少な くとも1回 の読み合わせがで

きるものと想定 していたが、インターネット回線が断絶するなどのハプ

ニング(8)により中断を余儀な くされ、完全に最初か ら最後まで通 して演 じ

ることができたのは、本番のみであった。回線の断絶中、本学サイ ドで

は、スタッフ3名 が京都産業大学側の役回 りを分担 して、練習を続けた。

その成果であろうか、学生か らつぎのような提案がなされた。すなわち、

もし本番中に回線が断絶 した場合、原告側の訴訟代理人の一人が東京地

方裁判所に監視役 として出廷 していたということにして、その者に京都

側の陳述一切 を代行 させるという措置である。また、インターネット回

線 を通 じたや り取 りを利用 して、京都産業大学の学生 と本学の学生が直

接打 ち合わせ る場面 に幾度 も遭遇 した。

3.本 番

「サイバ ーコー ト」 の本番 は、本学 の学園祭の企画の ひとつ として、

一般公開されている。多数の来場者を前にして回線が断絶する事態は避

けたいところであるが、前述のような対策はできていた。もっとも、本

番だけは見事 に最後 まで滞 りな く上演することができた。

このように模擬裁判劇の本番 を一般公開することによるメリットとし

ては、学生の緊張感を高めうることのほか、サイバーコー トの実証実験

に関する議論の輪 を学内外 に広げてゆけるというフォーラム機能(9)が期待

できることがあげられる。そ うした点から、今回は、来場者用のパ ンフ

レットに意見 ・感想の宛先(eメ ール・ア ドレス)を 載せておいたが、今

後 は、模擬裁判劇の映像 をス トリー ミング配信することにより、フォー

ラムの裾野を広げてゆくことも検討 に値 しよう(10)。

9
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4.授 業に対する学生の主体的取 り組み

ITを 駆使 した遠隔模擬裁判授業であることと、各 自のセ リフ作成を

学生 に委ねるとともに、調整役 としての学生プロデューサーを置いたこ

とにより、3日 目以降の授業では、学生主導のセリフ作成およびリハー

サルが実現された。これは、各学生の意欲 とプロデューサーの リーダー

シップによることは勿論であるが、授業時間外に自宅か らでも容易 にア

クセスで きるというネット環境にも起因することは、前掲 【資料4】 か

らも明らかであろう。

なお、コミュニケーションの進展 に応 じて、事案が鮮明化することは、

模擬裁判のみならず、実際の裁判でも当然のことであろうが、今回の遠

隔模擬裁判において も、そのような現象を確認することができた。 この

ことは、ロイヤリングとしての教育利用ない し実務活用の可能性を示す

もの として興味深い。

四 むすびに代えて

これまで法学教育の側面に重きをおいた縷述が続いたので、法学研究

とい う観点から、「サイバーコー ト」の実証実験 についての報告 と考察

を述べて、むすびに代 えたい。

現在の ところ、民事訴訟手続等の申立て等のオンライン化および督促

手続のオンライン化 を内容 とする民事訴訟法の改正が行われたところで

あり(11)、先端テクノロジィを導入 した新世代 の法廷であるサイバーコー ト

は、今般の改正民事訴訟法の先 を行 くものである。 もっとも、海外 に視

野 を広げると、こうした技術開発は急速 に進められてお り、 とりわけ、

アメリカ、イギリス、シンガポール、オース トラリアなどでは、サイバー

コー トが実現 されつつあるという(12)。わが国においては、いまだ実験段階

であるが、「e-裁判所」の実現のための提言 として、つ ぎの ような項目

が掲げられている(13)。すなわち、①電子訴訟(イ ンターネッ トによる電子
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申立て、電子メールによる通知)、 ②e-フ ァイリング(裁 判情報の電子

化 による裁判のライフサイクル管理)、③ハイテク・コー ト(プレゼ ンテー

ションの支援ツール、事件現場のヴァーチャルな再現、法廷記録の電子

化[音 声、動画]、 音声認識による速記録作成、遠隔地の当事者や専門

家等の参加)、 ④裁判の支援(リ ーガル ・データ・ベースの整備、大量 な

証拠書類等の電子化、高速検索)、⑤裁判情報の公開(裁 判情報のインター

ネ ット提供、判例情報のインターネッ ト公開)、⑥セキュリティポリシー

の導入(本 人認証、暗号化 による改竄 防止、アクセス レベルの設定)で

ある。

今回の 「サイバーコー ト」は、とくに③ハイテク・コー トに関連する。

これは、口頭のプ レゼ ンテーションの活性化を主軸 としながら、弁論や

証拠調べを視覚的にも飛躍的に分か りやすい ものとするためのハイテク

機器を備 えた法廷を構想 するものであるが(14)、夏期集中講義の 「サイバー

コー ト」では、画像が凍結 した り、音声が途絶えた り、あるいは、音声

が聞き取 りに くいなどの技術上の問題が幾度 も生 じた。 また、そうした

回線上のハプニングがない ときで も、口頭のプレゼ ンテーションが視覚

的にも、音声的にも、飛躍的に分か りやすい ものとはいえず、シナリオ

がなければ、訴訟手続の円滑な進行は難 しいとも感 じられた。もっとも、

この点から推 し量れば、より環境が整備 されたとして も、ハイテク・コー

トは、インフォーマルなや り取 りを中心 とする調停等の調整型手続より

も、当事者や証人等の発言の機会を厳格かつ平等 に保障しなければなら

ない裁判や仲裁な どの裁断型手続に馴染む とみることが許されるか もし

れ な い(15)。

このようにe-ADRを 含 めて、広 くITの 活用を検討すべ きであ り、そ

こにいろいろな問題が潜んでい ようとも、果敢 に トライす ることがで

きるところは、「模擬」裁判の強みである。既成概念の呪縛か ら解放さ

れ、自由な発想での実験ができる場 として、法学部に期待 される役割は

大 きい。また、アメリカでは、模擬裁判の結果は、正当な蓋然性 をもっ

て予想 される陪審裁判の結果であるとして、和解交渉を促進する一種の

ADRと して模擬裁判が活用 されいるが(16)、わが国で もサイバーコー トが
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判決結果を予想するものとして、交渉促進の機能 を担 うことが十分考え

られる。そうしたサービスを法科大学院が リーガル・クリニ ックの一環

として扱 うことも検討に値 しよう(17)。

ともあれ、サイバーコー トは、司法の場のみならず、法学教育 ・研究

の場をも活性化 させ、さらに、そうした法学教育 を受 けた人材が司法を

一層活力あるものとしてい くという相乗効果 を有するのであ り
、これか

らの実務、教育、そ して理論 を結ぶツールのひとつ として きわめて注 目

に値するといえよう。

【注 】

1)笠 原 毅 彦 「サ イ バ ー コ ー ト研 究 の 現 状 」Information Network L.Rev.,

Vol.2(2003)pp.142-159、 同 「サ イバ ー コ ー トの 課 題 と到 達 点 」 判 タ1114

号(2003年)22-25頁 な ど 参 照 。 な お 、2002年 度 の 紹 介 と して 、拙 稿 「模

擬 法 廷 劇 」桐 蔭 横 浜 大 学 広 報 ・ボ ロニ ア99号(2002年10月)6-7頁 が あ る 。

2)本 年度 の 「サ イバ ー コー ト」 の本 学側 の担 当教 員 は 、本学 法 学部 教授 ・

笠 原毅 彦先 生 、本 学法 学 部助教 授 ・清水 宏先 生 、そ して、筆者 の3名 であ っ

た。

3)と りわ け、 法科 大学 院 にお けるハ イ テ ク ・コー ト対応 の模 擬 法廷 シス テ

ムに期 待が 寄せ られて い る。 「司法 制度 改革 と先 端 テ クノ ロジ ィ」 研 究会

『司 法制 度 改革 と先 端 テ クノ ロジ ィの導 入 ・活 用 に係 る提 言』(2004年2月)

50頁 。 な お、先 駆 的 な取 り組 み の紹 介 と して、 藤 田哲=菅 原郁 夫 「民事

模擬 裁 判授 業」NBL762号(2003年)41頁 以下 な どがあ る。

4)2003年 改 正 民 訴法 は、 それ まで の証 人 尋問 と同 じで あ った鑑 定 人 質問

の順 番 を、裁 判 長 か ら開始す る もの と した(215条 の2第2項 、216条)。

5)http://cc.intranets.co.jp/login.asp

6)http://cc.intranets.co.jp/rasp?a=11&id=2789

7)学 生 間 で の 盛 り上 が りは 、 今 回 に と ど ま らず 、 遠 隔 刑 事 模 擬 裁 判 を 自

らで企 画 して実演 す る(2004年12月18日)ま で に至 っ た。

8)本 学 側 で観 察 したか ぎ り、 具体 的 には 、京都 産 業 大学 側 の 音声 が 途絶

え た り、映 像 が フ リーズ した り した。
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9)実 際 の裁 判 と同様 に、 裁 判 自体 の フォー ラ ム機 能 も、 勿論 期 待 す る こ

とが で きよ う。

10)ち なみ に、議 論 の場 と して、 「サ イバ ー コー トフォー ラム」 が2002年

9月 に立 ち上 げ られ た(http://cc.intranets-co.jp/)。

11)「民事 関係 手続 の改 善 の ため の民事 訴訟 法 等 の一部 を改 正 す る法律」(平

成16年 法 律 第152号)。

12)前 掲(注2)『 司法 制度 改 革 と先端 テ ク ノロ ジ ィの 導入 ・活用 に係 る提 言 』

28頁 。

13)前 掲(注2)『 司法 制度 改革 と先 端 テ ク ノロ ジ ィの導 入 ・活用 に係 る提 言 』

24頁 以 下 。そ の ほか 、川 嶋 四郎=上 田竹志 「生 まれ 変 わ る民 事訴 訟 」 自

正55巻10号(2004年)20頁 以 下 は、e-裁 判 所 を実 現す るた めの改 革 の

基本 軸 となるべ き作 業領 域 と して、① デー タ形式 、② イ ンター フ ェース 、

③ デー タ管理 ・伝 送 の3つ を指 摘 す る。

14)前 掲(注2)『 司 法制 度改 革 と先端 テ クノ ロジ ィの導 入 ・活 用 に係 る提 言』

27頁 。

15)ア メ リ カ に お い て は 、ADRにIT技 術 を 活 用 し たODR(Online Dispute

Resolution)が 注 目 さ れ て い る 。Norman Solovay & Cynthia Reed,The

Internet and Dispute Resolution: Untangling the Web. 1 vol Looseleaf . 2003 to

date, Law Journal Press.

16)ミ ニ ・ト ラ イ ア ル(MiniTrial)、 略 式 陪 審 審 理(SJT:Summary Jury

Trial)、 短 縮 型 私 設 陪 審 審 理(Abridged Private Jury Trial)な どが あ る 。 牧

野 和 夫 「ア メ リ カ ・模 擬 裁 判 ビ ジ ネ ス と ロ ー ス ク ー ル で 模 擬 裁 判 」 法 セ

574号(2002年)72頁 な ど参 照 。

17)由 岐 和広 「法曹 養成 の新 段 階-法 科 大 学 院 を巡 る課 題 」法 時76巻3号

(2004年)68頁 な ど参照 。

(こばや しまなぶ ・本学法学部専任講師)
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